起案理由
　林業関係補助金交付要綱について、下記のとおり事業の追加及び廃止するとともに、案のとおり地域機関等に通知してよいか伺います。

記
１　改正概要
　　別表（第２条、第５条関係）
　　・林業・木材産業構造改革事業の事業細目「林業経営構造対策事業」の一部改正
　　・森林の担い手育成対策事業の事業細目「後継者支援事業」の廃止
　　・スマート林業導入支援事業の追加

２　施行日
　　議会議決日

　＜通知先＞
　　・川越・秩父農林振興センター林業部、寄居林業事務所
　　・関係団体（農林公社、森林組合連合会）
　　　　※その他は必要に応じて個別に提供します。
　　　　※要綱は県HPに掲載されているため、差し替え掲載します。
